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■回答方法

改正建築物省エネ法への対応状況アンケートの実施について

■開始時期

令和３年２月１５日から４月２８日まで

※改正建築物省エネ法への対応状況を確認する
重要なアンケートです。
建築士事務所登録を受けている方につきましては、
お早めの回答のご協力をお願いします。

右記QRコード又は
下記のWEBサイトから回答

・建築物省エネ法オンライン講座
・国交省改正建築物省エネ法ランディングページ

郵送での回答
・２月下旬に国交省から発送する
ダイレクトメールで回答 （返信用はがき）

国交省からのダイレクトメール

回答フォームQRコード
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